
資料２ 

道路事業の事業主体・施行区分について 



１．一般国道での有料道路事業の 

活用に際しての取組みの充実  活用に際しての取組みの充実 

         ならびに 

審議対象事業の概要について  審議対象事業の概要について 



・大都市圏の環状道路など、周辺ネットワークを有効に活用するために有料とすることが望

一般国道での有料道路事業の活用に際しての取組みの充実について 

ましい一般国道において、有料道路事業を活用するに際しては、今後、事業の責任分

担やプロセスを明確化するための取組みを充実する 

施行方式・事業主体・施行区分の検討 
＜取組みの充実内容＞ 

・地方公共団体からの意見 （施行方式への意見）・地方公共団体からの意見 （施行方式への意見）
 

・高速会社からの意見 （有料事業投資への意向） 

有料事業許可

・第三者委員会からの意見 （事業主体・施行区分への意見） 

  
［社整審 道路分科会 事業評価部会］ 

有料事業許可

・事業進捗情報の公表 （直轄が毎年度公表） 
 

事業評価の責任分担の明確化（直轄がとりまとめを実施）・事業評価の責任分担の明確化（直轄がとりまとめを実施） 
 

 

有料投資額の管理

※ 3年毎及び事業費の増加が見込まれる場合は再評価を実施する
こととなっている 

供  用 

・有料投資額の管理

投資額の変更（約1割以上）が見込まれる場合、事業評価部会の
意見を再聴取 

1
 



Ａ・・・都道府県・政令市への意見聴取の導入

（直轄事業等の新規事業採択時評価：H21～、再評価：H22～）

Ｂ・・・第三者による事前審査の充実

（直轄事業等の新規事業採択時評価について、第三者から構成される委員会

等の見を聴く）

Ｃ・・・国会審議へ資するための取組み

（直轄事業等については、１月末までを目途に新規事業採択時評価及び再評

価を施し、評価結果を公表する）

Ｄ・・・再評価実施期間の短縮（５年→３年）

Ｅ・・・計画段階評価の導入

①事業の必要性や内容が検証
可能となるよう評価の手法を改
善

②計画段階の事業評価を導入

対応方針の決定

再評価

事後評価

必要性の再検証、
事業内容（詳細チェック）、
Ｂ／Ｃ等の評価項目

必要性の再検証、
コスト縮減の可能性、
Ｂ／Ｃ等の評価項目

効果等の検証

・解決すべき課題の把握・原因分析
・政策目標の明確化
・代替案の比較、評価

Ａ案 Ｂ案 Ｃ案

都道府県・政令市等

意見

都市計画や環境影響評価の手続

第三者委員会

新規事業採択時評価

都道府県・政令市等
意見

第三者委員会

※平成２２年度においては、一部の直轄
事業について計画段階評価を試行

直轄事業等については、

１月末までを目途に評価を実
施し、評価結果を公表

国会審議へ資するため
の取り組み

都道府県・政令市等
意見

事業評価監視委員会

従 前 改 定(H22.4.1)

公共

事業

<直轄事業等、補助事業等>

5年未着工・10年継続・5年毎

<直轄事業等>

3年未着工・5年継続・3年毎

<補助事業等>

5年未着工・5年継続・5年毎

その他
施設費 3年未着工・7年継続・3年毎 3年未着工・5年継続・3年毎

事業化後、１０年継続で１回
目の再評価となっている規定
を５年継続に短縮にするほか、
直轄事業等に関する実施サ
イクルを５年から３年に短縮

再評価実施時期の短縮

計画段階評価

※下線部が改善事項

【政策目標評価型
事業評価の導入】

Ｅ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｄ

（参考） 国土交通省所管公共事業の事業評価の改善
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事業の概要事業の概要

H26以降  H23  H26以降 
供用中供用中

H24※ 
※供用時期については、検討が必要。 

H24
事業中 

(H28以降) 
供用中供用中 

東海北陸道 
岐阜県 

H24 

大垣西IC 

美濃関JCT

関広見IC 

事業中

養老JCT 

事業中

養老IC 
供

H24※ 

H23 
事業中

（H28以降） 
中央道 

事業中
(H28以降) 

北勢IC 

供
用
中 

八王子ＪＣＴ 

 八王子南ＩＣ 

H24 

供用中
愛知県 四日市北JCT 

東員IC H27 
供用中 

供用中 

H24 
H24

新名神高速 

三重県 
伊勢湾

H27※  供用中 

H24

供用中 

伊勢湾
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今回審議対象区間の概要 

（暫定整備）
（暫定整備） 

（暫定整備） 

起
点

終
点

 

起点 岐阜県関市広見 

埼
玉
県
久
喜
市

茨
城
県
つ
く
ば
市

L= 48.0km 

起点 茨城県稲敷市沼田 

市
下
早
見 

市
新
井 

養老IC 
L=76.6km 

L=20.5km 

終点 千葉県成田市吉岡 

 
終点  三重県四日市市北山町 

伊勢湾 
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圏央道（首都圏中央連絡自動車道）[一般国道468号] 【東北道～東関東道】の進捗状況圏央道（首都圏中央連絡自動車道）[ 般国道 号] 【東北道 東関東道】の進捗状況

東北道 常磐道 東関東道
県境 県境

東北道 常磐道 東関東道
県境 県境

供 目標
※

埼玉県 茨城県 千葉県 

稲敷

H24供用目標 H26以降供用目標 供用済み H24供用目標 
※ 

※開通時期検討中 

久喜白岡JCT 幸手 五霞 境 猿島岩井 水海道 つくば中央 つくばJCT 稲敷 東 神崎 大栄JCT

8.7km 4.0km 6.9km 9.2km 8.9km 10.3km 4.3km 19.5km 6.1km 4.4km 10.0km 

用地進捗率 99％ 90％ － － 99％ 

工事進捗率 
（工事着手延長ベース）

97％ 7％ － － 52％ 
（ 事着手延長 ス） 

進捗率は、平成23年3月末現在 

埼玉県区間（久喜白岡JCT～幸手IC） 茨城県区間（東ＩＣ～神崎IC） 千葉県区間（神崎IC～大栄JCT） 

撮撮撮 H22.10撮影H23.3撮影H22.10撮影 

至 神崎IC 至 大栄JCT 至 幸手IC 

至 東IC 
至 神崎IC 至 久喜白岡JCT 
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東海環状自動車道[一般国道475号]【関広見～四日市北ＪＣＴ】の進捗状況東海環状自動車道[一般国道475号]【関広見～四日市北ＪＣＴ】の進捗状況

進捗率は、平成23年3月末現在 

三重県区間（東員IC～四日市北ＪＣＴ） 岐阜県区間（大垣西IC～養老JCT） 

H23.3撮影 

至 四日市北ＪＣＴ

H23.5撮影 H23.5撮影 

至 四日市北ＪＣＴ 

至 養老JCT 至 大垣西IC 

至 大垣西IC 

至 大安IC 
至 養老JCT 
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  ２．審議事項 
 
    （１）圏央道（首都圏中央連絡自動車道）
        ［ 一般国道468号 ］ 



有料道路事業主体の選定（案） 

 ○ 今回の審議対象区間の有料事業主体については、 

   ① 高速会社法第５条注）に定める東日本高速道路会社の事業範囲であること① 高速会社法第 条 に定める東日本高速道路会社の事業範囲である と

   ② 周辺の高速ネットワークは東日本高速道路会社が管理しており、一体とし

て効率的な管理が可能であること 

   ③ 東日本高速道路会社が当該区間に有料投資を行う意向があること 

  以上から、東日本高速道路会社が有料事業主体となることが妥当である。  

［東日本高速道路（株）］ 

高速道路会社の意向 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都、神奈川県、新潟県、 
富山県及び長野県内の区域内の高速道路 

     注）東日本高速道路株式会社の事業の範囲 

ご照会のあった、一般国道４６８号 首都圏中央連絡自動車道（久喜

白岡ＪＣＴ～つくば中央ＩＣ、稲敷ＩＣ～大栄ＪＣＴ）については、首都圏中

央連絡自動車道（あきる野ＩＣ～久喜白岡ＪＣＴ、つくば中央ＩＣ～稲敷Ｉ

Ｃ） 関越自動車道 東北自動車道 常磐自動車道 および東関東自Ｃ）、関越自動車道、東北自動車道、常磐自動車道、および東関東自

動車道など弊社が現在建設・管理する高速道路とネットワークを形成し、

かつ、密接に関連する区間であることから、一般国道事業と有料道路

事業による事業方式で実施する意向です。 

両区間の事業の実施に当たっては、弊社の建設・管理に係る技術・

ノウハウ・人材などの経営資源を活用することにより、効率的に整備を

進め、一日も早い完成に向け、最大限の努力を図ってまいります。 
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周辺高速ネットワークとの関係 

今回審議対象区間 

凡  例 

供用中  事業中  管理主体 

東日本高速道路（株） 

中日本高速道路（株）

首都高速道路（株） 

国 

検討中 
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○ 今回の審議対象区間の有料投資額については、 

   ① 隣接区間の最新の協定（H23.3）における諸条件と整合していること 

有料投資額（案） 

   ② 他区間からの補填を前提とせず、単独の収入での償還が確保されて   

     いること 

 以上から、下記の有料投資額が妥当である。 

隣接区間の最新の協定の諸条件 
（つくば中央～稲敷） 

今回審議対象区間 

ネットワーク
供用中区間に加え、各年度の事業
中区間の供用予定を反映 同左

［算出条件］ 

ネッ ク
条件 

中区間の供用予定を反映
（年度毎に推計） 

同左 

交通量 Ｈ２０推計 （Ｈ１７センサスベース） 同左 

将来金利 ４％ 同左 

料金水準 
（普通車） 

つくば中央～稲敷（23.8km）：850円 

（基本料率：34円/km） 

久喜白岡～つくば中央（48.0km）：1,650円 

稲敷～大栄（20.5km）：750円 

（基本料率：34円/km）（基本料率：34円/km）

収入 当該区間から生じる収入 同左 

管理費 実績を基に設定 隣接区間の実績を基に設定

償還期間 Ｈ６２．８ 同左 

有料投資額（案） 844億円 

3 全体事業費 3,640億円（暫定整備） 



今 審議対象 施行 分 有料道路事業者が効率的 効 的な

施行区分（案）

 ○ 今回の審議対象区間の施行区分については、有料道路事業者が効率的かつ効果的な 

管理を行うために、日常的なメンテナンスが必要な舗装や設備の工事を基本としており、   

妥当である

＜施行区分図＞ 

妥当である。 

東北道 常磐道 東関東道 
県境 県境 

降供 標 供用済 供用目標

埼玉県  茨城県  千葉県 

※

＜施行区分図＞

久喜白岡JCT 幸手 五霞 境 猿島 
岩井 

水海道 つくば中央 つくばJCT 稲敷 東 神崎 大栄JCT

H24供用目標 H26以降供用目標 供用済み H24供用目標 

※開通時期検討中 
現在の供用年次 

※

舗装・設備工事 有料道路事業 有料道路事業 有料道路事業 

土 橋梁土工・橋梁・
トンネル工事 

公共事業 公共事業 公共事業 

用地 公共事業 公共事業 公共事業 

 ・上記施行区分に基づきコスト縮減に努め、事業リスクに責任をもって対応することとする。 4
 



２．審議事項 
 

   （２）東海環状自動車道 
       ［ 一般国道475号 ］ 
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有料道路事業主体の選定（案） 

 ○ 今回の審議対象区間の有料事業主体については、 

① 高速会社法第５条注）に定める中日本高速道路会社の事業範囲であること   ① 高速会社法第５条 に定める中日本高速道路会社の事業範囲であること

   ② 周辺の高速ネットワークは中日本高速道路会社が管理しており、一体とし

て効率的な管理が可能であること 

   ③ 中日本高速道路会社が当該区間に有料投資を行う意向があること 

  以上から、中日本高速道路会社が有料事業主体となることが妥当である。  

［中日本高速道路（株）］ 

高速道路会社の意向 
東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、 
静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域内の高速道路 

     注）中日本高速道路株式会社の事業の範囲 

ご照会のあった一般国道４７５号 東海環状自動車道（関広見IC～

四日市北JCT）については、東海環状自動車道（豊田東JCT～関広見

IC）、東名・名神高速道路、中央自動車道及び東海北陸自動車道、さら

には新東名・名神高速道路など当社が現在管理する高速道路とネットには新東名・名神高速道路など当社が現在管理する高速道路とネット

ワークを形成し、密接に関連する区間であることから、直轄事業とあわ

せて有料道路事業で実施する意向がございます。 

当該事業の実施にあたっては、現在事業を進めておられます国土交

通省との連携のもと、当社の建設・管理に係る技術・ノウハウ・人材な

どの経営資源を活用することにより、効率的に整備を進め、一日も早

い完成に向け、最大限の努力を行って参りたいと考えております。 
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周辺高速ネットワークとの関係 

今回審議対象区間 

凡  例 

供用中  事業中  管理主体 

中日本高速道路（株） 

西日本高速道路（株） 

名古屋高速道路公社 

国 

検討中 
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○ 今回の審議対象区間の有料投資額については、 

   ① 隣接区間の最新の協定（H23.3）における諸条件と整合していること 

有料投資額（案） 

   ② 他区間からの補填を前提とせず、単独の収入での償還が確保されて  

     いること 

 以上から、下記の有料投資額が妥当である。 

隣接区間の最新の協定の諸条件 
（豊田東JCT～関広見） 

今回審議対象区間 

ネットワーク
供用中区間に加え、各年度の事業

［算出条件］ 

ネットワーク
条件 

中区間の供用予定を反映 
（年度毎に推計） 

同左 

交通量 Ｈ２０推計 （Ｈ１７センサスベース） 同左 

将来金利 ４％ 同左 

料金水準 
（普通車） 

豊田東JCT～関広見（75.9km）：2,350円 

 （基本料率：34円/km） 

関広見～四日市北JCT（76.6km）：2,400円 

 （基本料率：34円/km） 

収入 当該区間から生じる収入 同左 

管理費 実績を基に設定 隣接区間の実績を基に設定 

償還期間 Ｈ６２．８ 同左 

全体事業費 6,730億円（暫定整備） 

有料投資額（案） 553億円 
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施行区分（案） 

 ○ 今回の審議対象区間の施行区分については、有料道路事業者が効率的かつ効果的な 

管理を行うために、日常的なメンテナンスが必要な舗装や設備の工事を基本としており、   

＜施行区分図＞

妥当である。 

県境 

H24

新名神 名神 

H27 

三重県  岐阜県 

＜施行区分図＞ 

四日市北JCT 東員 大安 北勢 養老 養老ＪＣＴ 大垣西 大野・神戸 岐阜 高富 関広見 

供用目標 H28以降供用目標 

糸貫 

供用目標 H28以降供用目標 
現在の供用年次 

舗装・設備工事 有料道路事業 

土工 橋梁土工・橋梁・
トンネル工事 

公共事業 

用地 公共事業 

 ・上記施行区分に基づきコスト縮減に努め、事業リスクに責任をもって対応することとする。 9
 


